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1 料金収入の設定 

本業務では、これまでの事例等をベースに検討を行ったが、今後は施工区間の実態に即した土木工事

の技術的検討を通じて、機能、景観、事業費、施工性等を総合的な観点から比較検討し、実現性を裏付

けていくことが必要である。 

 

1） 基本シナリオ（検討ケース）の設定 
本業務における基本シナリオ（検討するケース）として、過年度調査結果をふまえて、コスト面や技

術的側面の実現可能性を考慮し、道路（トンネル構造）を基本シナリオとして設定し、事業性や採算性

検討を行う。 

また、採算性を考慮し海峡部のみ整備し、陸上部は既存の一般道路を利用した場合を想定して検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 基本シナリオ（道路・トンネル構造案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§６．民間活力で建設する場合の事業スキーム検討 

図 6-2 基本シナリオイメージ 図 6-3 トンネル断面イメージ 
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2） 料金収入の設定 
① フェリー運賃からみた料金収入 

フェリーを利用する場合と比較し、所要時間の短縮や待ち時間解消を考慮した上で、現行のフェリー

運賃よりも 

低い料金設定とした。 

その上で、利用想定交通量（8,856 台/日）を勘案して、料金収入は年間 357 億円に設定した。 
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2 事業性の検討 

1） 事業費の設定 
 

海峡部事業費は、豊予海峡のシールドトンネル対象区間 21.2ｋｍを２工区に分割し、10.6 ㎞をシー

ルドマシン 1 基で施工する工事を想定し、最新の単価等を基に概略積算した事業費を用いた。 

 

【前提条件】シールド工事仕様 

・セグメント外径：13.8ｍ （断面積 149.5 ㎡ 道路トンネル２車線：中央分離帯あり） 

・セグメント厚：0.7ｍ 

・シールド機外径：14.1ｍ 

・延長：10,600m（海峡区間 21.2km を２分割） 

 

 

表 6-1 概算事業費（シールドトンネル） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※残⼟処理費が⼊っていない（設計が進んで、盛⼟区間との全体バランスで決まるので今回は考慮していない） 
※お⾦は⼤きくないが、付帯⼯、舗装⼯、内装⼯（床版含む）が⼊っていない 
※補助⼯法（地域、地質に対する対応）での、当初は想定できないコスト増を⾒込んでいない 

 

  

工種 仕様 数量 単価 金額 備考

シールド機 1 基 6,960,000,000 円 6,960,000,000 円
Φ12.00ｍ空港適用事例を基に面積比輸送費、
現地組立費含む
20%割り増し

セグメント 305,369 ｍ3 200,000 円/ｍ3 61,073,817,823 円 RCセグメントの一般的な単価

裏込注入材・設備 可 69,682 ｍ3 31,200 円/ｍ3 2,174,081,391 円
協会単価等より想定
延⻑はセグメント延⻑と同等と仮定

残土処分費 1,655,137 ｍ3 14,000 円/ｍ3 23,171,919,316 円
単価は想定
延⻑はセグメント延⻑と同等と仮定

発信到達防護工 1 式 906,598,440 円
発進３ｍ厚⾼圧噴射+⽌⽔薬注（１機⻑+３
ｍ）等

仮設備・労務費 1 式 24,000,000,000 円 想定（工事費の約20％）

計（直接工事費） 118,286,416,970 円 10.6km分（１基）

354,859,250,910 1

35,485,925,091 消費税

390,345,176,001 総計（税込み）

セグメント外径10.3ｍ
シールド機外径10.6ｍ
泥⽔式 中折れ式
RC t=700mm
延⻑ 10600ｍ
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2） 事業収入の検討 
全て料金収入で事業収支を行った場合の状況を以下に示す。 
a） 事業収支 

表 6-2 ２車線の場合（長期借入金の返済期間：15 年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-4 収支状況（長期借入金の返済期間：15 年）  

帳⾯上収⽀差累計
帳⾯上収⽀差累計

事業費　： 億円
(億円)

償　還　額 利⼦以外の⽀出 収⽀差 帳⾯上 帳⾯上
貸付⾦ 出資⾦ 借⼊⾦ 一時借⼊ 合　計 貸付⾦ 出資⾦ 借⼊⾦ 借⼊利息 一時借⼊利息 合　計 維持管理費 消費税 損補引当⾦ 合　計 の累計 収⽀差 収⽀差累計

令和12年
令和13年 39 351 390 6 6 6 -6 -6 -6 -6
令和14年 78 703 6 786 11 0 11 11 -11 -17 -11 -17
令和15年 117 1,054 17 1,188 17 0 17 17 -17 -34 -17 -34
令和16年 156 1,405 34 1,595 22 1 23 23 -23 -57 -23 -57
令和17年 195 1,756 57 2,009 28 1 29 29 -29 -86 -29 -86
令和18年 234 2,108 86 2,428 33 34 1 68 68 -68 -154 -68 -154
令和19年 273 2,426 154 2,853 66 39 2 107 107 -107 -261 -107 -261
令和20年 312 2,712 261 3,285 100 43 4 147 147 -147 -408 -147 -408
令和21年 351 2,963 408 3,723 134 47 7 188 188 -188 -596 -188 -596

1 令和22年 390 3,181 596 4,167 169 51 10 229 21 31 49 101 330 357 76 -520 27 -569
2 令和23年 390 3,012 569 3,971 204 48 9 261 21 31 49 101 362 357 44 -476 -5 -574
3 令和24年 390 2,808 574 3,772 240 45 9 294 21 31 49 101 395 357 11 -465 -38 -611
4 令和25年 390 2,568 611 3,570 276 41 10 327 21 31 49 101 428 357 -22 -487 -71 -682
5 令和26年 390 2,292 682 3,364 314 37 11 361 21 31 49 101 462 357 -56 -543 -105 -787
6 令和27年 390 1,978 787 3,155 351 32 13 396 21 31 49 101 496 357 -90 -634 -139 -926
7 令和28年 390 1,627 926 2,943 319 26 15 359 21 31 49 101 460 357 -54 -688 -103 -1,029
8 令和29年 390 1,308 1,029 2,727 285 21 16 323 21 31 49 101 423 357 -18 -706 -66 -1,095
9 令和30年 390 1,023 1,095 2,508 252 16 18 286 21 31 49 101 386 357 20 -686 -29 -1,124
10 令和31年 390 771 1,124 2,286 217 12 18 248 21 31 49 101 348 357 57 -629 9 -1,116
11 令和32年 390 554 1,116 2,060 183 9 18 209 21 31 49 101 310 357 96 -533 47 -1,069
12 令和33年 390 371 1,069 1,830 147 6 17 170 21 31 49 101 271 357 135 -398 86 -982
13 令和34年 390 224 982 1,596 111 4 16 131 21 31 49 101 231 357 175 -224 126 -856
14 令和35年 390 112 856 1,359 75 2 14 90 21 31 49 101 191 357 215 -9 166 -690
15 令和36年 390 38 690 1,118 38 1 11 49 21 31 49 101 150 357 256 247 207 -483
16 令和37年 390 483 874 8 8 21 31 49 101 108 357 297 544 249 -235
17 令和38年 390 235 625 18 4 22 21 31 49 101 122 357 283 828 235
18 令和39年 372 372 275 275 21 31 49 101 375 357 31 858 -18 -18
19 令和40年 98 18 116 98 0 98 21 31 49 101 198 357 207 1,065 159 140
20 令和41年 21 31 49 101 101 357 305 1,371 256 397
21 令和42年 21 31 49 101 101 357 305 1,676 256 653
22 令和43年 21 31 49 101 101 357 305 1,981 256 910
23 令和44年 21 31 49 101 101 357 305 2,286 256 1,166
24 令和45年 21 31 49 101 101 357 305 2,591 256 1,423
25 令和46年 21 31 49 101 101 357 305 2,896 256 1,679
26 令和47年 21 31 49 101 101 357 305 3,201 256 1,936
27 令和48年 21 31 49 101 101 357 305 3,506 256 2,192
28 令和49年 21 31 49 101 101 357 305 3,812 256 2,448
29 令和50年 21 31 49 101 101 357 305 4,117 256 2,705
30 令和51年 21 31 49 101 101 357 305 4,422 256 2,961
31 令和52年 21 31 49 101 101 357 305 4,727 256 3,218
32 令和53年 21 31 49 101 101 357 305 5,032 256 3,474
33 令和54年 21 31 49 101 101 357 305 5,337 256 3,731
34 令和55年 21 31 49 101 101 357 305 5,642 256 3,987
35 令和56年 21 31 49 101 101 357 305 5,947 256 4,244
36 令和57年 21 31 49 101 101 357 305 6,253 256 4,500
37 令和58年 21 31 49 101 101 357 305 6,558 256 4,756
38 令和59年 21 31 49 101 101 357 305 6,863 256 5,013
39 令和60年 21 31 49 101 101 357 305 7,168 256 5,269
40 令和61年 21 31 49 101 101 357 305 7,473 256 5,526
41 令和62年 21 31 49 101 101 357 305 7,778 256 5,782
42 令和63年 21 31 49 101 101 357 305 8,083 256 6,039
43 令和64年 21 31 49 101 101 357 305 8,388 256 6,295
44 令和65年 21 31 49 101 101 357 305 8,694 256 6,552
45 令和66年 21 31 49 101 101 357 305 8,999 256 6,808
46 令和67年 21 31 49 101 101 357 305 9,304 256 7,064
47 令和68年 21 31 49 101 101 357 305 9,609 256 7,321
48 令和69年 21 31 49 101 101 357 305 9,914 256 7,577
49 令和70年 21 31 49 101 101 357 305 10,219 256 7,834
50 令和71年 21 31 49 101 101 357 305 10,524 256 8,090
51 令和72年 21 31 49 101 101 357 305 10,829 256 8,347
52 令和73年 21 31 49 101 101 357 305 11,135 256 8,603
53 平成74年 21 31 49 101 101 357 305 11,440 256 8,859
54 平成75年 21 31 49 101 101 357 305 11,745 256 9,116
55 平成76年 21 31 49 101 101 357 305 12,050 256 9,372
56 平成77年 21 31 49 101 101 357 305 12,355 256 9,629
57 平成78年 21 31 49 101 101 357 305 12,660 256 9,885
58 平成79年 21 31 49 101 101 357 305 12,965 256 10,142
59 平成80年 21 31 49 101 101 357 305 13,270 256 10,398
60 平成81年 21 31 49 101 101 357 305 13,575 256 10,655

合　計 390 3,513 597 231 4,732 1,282 1,831 2,921 6,033 10,765 21,420 13,575 ― 10,655 ―

3,903.00

未　償　還　額
年次 年度 ⽀出合計 収　⼊ 収⽀差

357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357

-6 -11 -17 -23

-29
-68

-107
-147

-188

-330-362-395
-428

-462
-496

-460
-423
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-348
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-271
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-191
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収 ⼊ 償還額 維持管理費
消費税 損補引当⾦ 未償還額
帳⾯上収⽀差累計

(億円)

⾦　額
5,355

償還額 4,330
維持管理費 320
消費税 458
損補引当⾦ 730

5,838
　剰余⾦(最終年度) -483

⽀
出

　収　⼊
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3 民間活力で建設する場合の事業手法の整理 

1） 道路の事業手法 
〇道路の種類と本事業における事業手法 

豊予海峡ルートは、一般国道 197 号線の一次改築と捉えると、現状では「一般国道_補助国道（指

定区間外）」として考えられる。 

 
表 6-3 道路の種類と本事業における事業手法 

道道路路のの種種類類 定定義義 道道路路管管理理者者 費費用用負負担担 地地元元負負担担 

高高速速自自動動車車国国道道 

全国的な自動車交通網の枢

要部分を構成し、かつ、政

治・経済・文化上特に重要な

地域を連絡する道路その他

国の利害に特に重大な関係

を有する道路 
【高速自動車国道法第 4 条】 

国土交通大臣 
高速道路会社 
（国、都道府

県（政令市）） 
なし 

一一

般般

国国

道道 

直轄国道 
（指定区間） 

高速自動車国道とあわせて

全国的な幹線道路網を構成

し、かつ一定の法定要件に

該当する道路 
【道路法第 5 条】 

国土交通大臣 
国 

都道府県 
（政令市） 

１／３ 

補助国道 
（指定区間

外） 

都道府県 
（政令市） 

国 
都道府県 

（政令市） 
１／２ 

都都道道府府県県道道 

地方的な幹線道路網を構成

し、かつ一定の法定要件に

該当する道路 
【道路法第 7 条】 

都道府県 
（政令市） 

都道府県 
（政令市） 

１／２（国が

1/2 位内補助） 

市市町町村村道道 
市町村の区域内に存する道

路 
【道路法第 8 条】 

市町村 市町村 
１／２（国が

1/2 位内補助） 
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【参考】一般国道の路線を指定する政令（昭和 40 年政令第 58 号） 

昭和 40 年政令第 58 号では、豊予海峡ルートは国道 197 号の一部として一般国道に指定されて

いる。 

なお、国道 197 号は指定区間には指定されていない（一般国道の指定区間を指定する政令（昭和

33 年政令第 164 号））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】道路の官民連携手法のパターン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

設定
期間

事業内容

事例/留意事項
計画 設計 建設 管理

運営
附帯
事業

【参考】⼀般道路事業 ー －

【参考】有料道路事業 償還
期間 －

【参考】合併施⾏
（⼀般道路事業、有料道路事業）

償還
期間 －

・PFI法に基づく国の債務負担⾏為は30
カ年以内

１.通常PFI
⺠間事業者がPFI事業の契約に基づいて、
道路等の設計・建設・維持管理・運営等を
一括発注・性能発注・⻑期契約等により⾏う
手法

事業
期間

・国内事例として、PFI(⺠間)事業者が道
路を建設し、維持管理運営を⾏った事例
はない。
・⺠間事業者による有料道路事業の運営
を認めるには、道路整備特別措置法の改
正または特区化が必要。

２.PFI【コンセッション方式】
(公共施設等運営権制度)
⺠間事業者がPFI事業の契約に基づいて、
道路等の運営権を取得し、維持管理・運営
等の事業を⻑期的・包括的に⾏う手法

事例:愛知県道路公社コンセッション
・⺠間事業者による有料道路事業の運営
を認めるには、道路整備特別措置法の改
正または特区化が必要

２.PFI（BT）＋PFI(コンセッション方式）
(公共施設等運営権制度)
⺠間事業者がPFI事業の契約に基づいて、
道路等の設計・建設を⾏い、道路等の運営
権を取得し維持管理・運営等の事業を⻑期
的・包括的に⾏う手法

事業
期間

・国内事例として、PFI(⺠間)事業者が道
路を建設し、維持管理運営を⾏った事例
はない。
・⺠間事業者による有料道路事業の運営
を認めるには、道路整備特別措置法の改
正または特区化が必要。

３.通常デザインビルド(DB)
⺠間事業者に設計・建設等を一括発注・性
能発注する手法

ー
・⾼速道路の橋梁等で事例のある手法。

４.通常デザインビルド(DB)
＋
PFI/コンセッション方式

事業
期間

・DBとPFI／コンセッションは別契約。
・⺠間事業者による有料道路事業の運営
を認めるには、道路整備特別措置法の改
正または特区化が必要。

公共 有料 有料

公共 ⺠間Ａ

公共

公共

公共

公共公共 ⺠間

公共 公共 ⺠間

公共

公共 ⺠間

公共 ⺠間

公共

公共

⺠間
運営権付与

⺠間
設計・建設+運営権付与

⺠間
設計・建設+運営権付与

⺠間Ｂ

公共 有料 有料
公共 公共

資金調達・建設・運営を
民間に委ねる

建設・運営を
民間に委ねる
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【参考】地方道路公社が事業主体となる PFI（BT）＋PFI（コンセッション）のイメージ 

〇道路の整備手法と本事業における事業手法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-5 道路の本事業における整備手法 
 

 

 

  

道路公社

事業会社
（SPC）

運営権実施契約
（運営・維持管理）

利⽤者
⾦融機関等融資

利⽤料⾦

設計会社 建設会社 道路管理会社

事業実施に係る協定

国

地方自治体
出資

無利⼦貸付

出資者出資

サービス購⼊料
（設計・建設対価）

設計業務契約 ⼯事請負契約 管理委託契約

PFI事業契約
（設計・建設）

運営権対価

⾦融機関等融資
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4 事業プランの検討 

1） 民間投資に関するモデルプラン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2） 基本シナリオの設定 

 

3） キャッシュフロー分析の計算条件 
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4） 評価指標の設定 

 
 

5） シナリオ別の検討結果 

 

  



 
 

 

6-10 
 

 
 

 
  

((44))分分析析結結果果  

上記の条件に基づいて NPV、IRR を算定した結果、全てのシナリオで民間投資が可能であると考えられる。 
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6） 感度分析 
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7） 検討課題 
（１）需要変動及び建設費増加リスク等への対応 

今回の前提条件とした事業費は、調査費や設計費を見込んでいないため、実際には事業費が増加する

ことが考えられる。また、建設費についても、社会情勢や技術開発により変動することが考えられるた

め、建設費増加リスクも加味しておく必要がある。 

今回の前提条件とした利用交通量は、料金を加味した需要予測結果ではないため、需要変動リスクを

加味する必要がある。 

需要変動リスクが事業に与える影響が大きい本事業に対して、民間投資を引き出すための方策として、

需要変動リスクを公共負担とするアベイラビリティペイメントを導入することも考えられる。 

 

（２）補助金の活用 
初期投資が大きい本事業に対して、民間投資を引き出すための方策として、補助金を確保することも

有効であると考えられる。初期投資を抑えることで、料金を下げることも可能であると考えられる。 

 

（３）資金調達方法の工夫 
今後の検討において事業費が増加した場合などは、別シナリオで取り入れた「財政投融資」を活用す

ることが考えられる。 

「財政投融資」は、低利で長期・固定の資金を確保できる仕組みであり、将来の金利上昇リスクを回

避し、長期間、利払いを低いレベルで固定することが可能となり、民間事業者にとって非常に魅力的な

支援方策であると考えられる。 

この他、グリーンボンドなどの低利の社債を発行することも考えられる。 


